
令和８年度宮城県副業・兼業プロ人材新規活用促進助成金

対象事業者

補助対象
経費

県内に事業所又は事務所を置く中小企業等

人材紹介手数料、訪問旅費※2・宿泊費※3、報酬
（ただし、副業・兼業者との契約期間は6か月を上限とします）

お問い合わせ・申請書のご提出は

〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目８番１号
022-211-2772 koyou-hojo@pref.miyagi.lg.jp

宮城県経済商工観光部 雇用対策課 雇用推進班

助成金のご案内 交付申請等は、
右記問い合わせ先
又はLoGoフォームから受付
https://logoform.jp/f/zDXwd


